
マイナンバーカードを作りましょう

マイナンバーカード総合支援窓口開設中

　対象のキャッシュレス決済で使える最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえるマイナポイン
ト第２弾は、令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象です！
　また、マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービス（転出届、転入・転居予約のオ
ンライン申請）が始まります。
　マイナンバーカードの申請は、お早めにお願いします。

　マイナンバーカードの申請サポート、受け取り、マイナポイントの申込みサポート等、マイナンバ
ーカードに関することの手続き窓口を開設しています。
平　日　役場　２階　２０３会議室　午前８時 30分～ 11時 30分　午後１時～４時 30分
土曜日　役場　１階　町民課　午前８時 30分～ 11時 30分
※土曜日は混雑が予想されますのでご了承ください。２月 11日 ( 土 ) は、開設しません。
【マイナンバーカード総合支援窓口を土曜日午後も開設します】
２月４日 (土 )、１８日 (土 )、２５日（土）は午後も開設
役場１階　町民課　午後１時～４時 30分
※他の業務（住民票の写しの交付等）は実施しませんのでご注意ください。
【梅園コミュニティ館　申請サポートのみ実施中　２月28日（火）まで】
平日　午前９時～ 11時 30分、午後１時～３時 30分
【やまぶき公民館　申請サポート臨時開設】
　マイナンバーカードの申請サポートをやまぶき公民館にて、臨時に開設します。
日時　２月 26日 ( 日 )　午前８時 30分～ 11時 30分
【マイナンバーカードの申請サポートに必要なもの（※写真撮影をします）】
・本人確認書類（ＡまたはＢ）
Ａ：運転免許証、パスポート、在留カード等のうち１点
Ｂ：健康保険証、年金手帳、医療費受給者証、学生証等のうち２点
※ＱＲコード付き申請書をお持ちの方は、ご持参ください。
【健康保険証の登録サポートに必要なもの】
・マイナンバーカード（暗証番号もお忘れなく）
【公金受取口座の登録サポートに必要なもの】
・マイナンバーカード（暗証番号もお忘れなく）
・口座番号がわかるもの（通帳やキャッシュカード）
【マイナポイントの申込みサポートに必要なもの】
・マイナンバーカード（暗証番号もお忘れなく）
・キャッシュレス決済サービスＩＤとセキュリティコードのわかるもの（カードやスマートフォンなど）
・口座番号がわかるもの（通帳やキャッシュカード）　
【ご自宅でスマホからもマイナンバーカードの手続きができます】
・マイナンバーカードの申請　ＱＲコード付き申請書がお手元にある方は、スマートフォンで申請書の

ＱＲコードを読み取り、申請をしてください。
・健康保険証、公金受取口座の登録　スマートフォンに「マイナポータル」アプリをインストールして、

登録してください。
・マイナポイントの申込み　スマートフォンに「マイナポイント」アプリをインストールして申込みし

てください。

あ町民課　住民担当　う内線１２４、１２５
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（駅徒歩 3 分）

う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

おむつ代の医療費控除と
特別障害者控除・障害者控除について

幼児教育・保育の無償化の申請

社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書は大切に保管しましょう

  おむつ代の医療費控除の「確認書」について
　次の①から③にすべて該当する方は、医師が
発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が
発行する「確認書」により代用することができ
ますので、あに申請してください。
①おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以

降の方
②要介護認定を申請し、すでに認定結果が通知

されている方
③ねたきりの状態で尿失禁の可能性があること

を、要介護認定の際の「主治医意見書」によ
り確認できる方

  老齢者の特別障害者控除・障害者控除対象認定書の発行
　身体障害者手帳等をお持ちでなくても、65 歳
以上で要介護認定を受けている方などのうち、
次の①と②のどちらかに該当する方は、所得税
や町県民税の特別障害者控除または障害者控除
の対象になることがあります。確定申告等をす
る場合、町で発行する「認定書」が必要となり
ますので、あに申請してください。
①町の「在宅ねたきり高齢者等介護慰労金」の

受給対象となる、ねたきり高齢者などの方（特
別障害者控除に該当）

②ねたきりや認知症の状態が一定の基準を満た
していることを、要介護認定の際の「主治医
意見書」により確認できる方（特別障害者控
除または障害者控除に該当）

あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線１１５・１１６

対　　象　令和５年４月から、新制度未移行幼
稚園（満３歳以上児）、認可外保育施
設等（３歳以上児または非課税世帯
の３歳未満児で、保育の必要性があ
る児童）を利用する児童

※越生みどり幼稚園は、申請不要です。町外施
設は、申請の有無について施設にご確認くだ
さい。

※預かり保育利用料については施設にお問い合
わせください。

申請方法　３月 10 日 ( 金 ) までにあへ提出
※申請書類はあで配付しています。
※５月以降に利用する場合は、利用開始日の前

月 10 日（休日の場合はその前日）までに申
請してください。

あ子育て支援課　子ども担当
　う内線１６２

　令和４年 10 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日ま
での間に、初めて国民年金保険料を納付された
方へ、令和５年２月上旬に日本年金機構から「社
会保険料 ( 国民年金保険料 ) 控除証明書」が送
付されます。国民年金の保険料は、確定申告の
際に「社会保険料控除」の対象になります。こ
の控除を受けるには、「社会保険料 ( 国民年金保
険料 ) 控除証明書」を証明書類として添付する
必要がありますので、大切に保管してください。

あねんきん加入者ダイヤル
　う０５７０ ‐ ００３ ‐ ００４
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